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令和 5 年度 第 2 回稲敷市入札監視委員会 審議概要 

 

開催日時 令和 6 年 1 月 26 日（金）午後 2 時 00 分から 

開催場所 稲敷市役所 4 階 委員会室 1 

委  員 

委員長 祐川 直己 氏（弁護士） 

鴻田 利雄 氏（元地方公務員） 

坂野 喜隆 氏（大学教授） 

中村 道子 氏（公認会計士・税理士） 

木内 卓 氏（司法書士） 

審議対象期間 令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日 

審議案件 6 件 

 

一般競争 2 件 

指名競争 2 件 

随意契約 2 件 

 

委員からの 

 意見・質問、 

それに対する 

回答等 

 

別紙のとおり 
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別紙 

事案 1：令和 5 年度稲敷市桜川総合運動公園改修工事  

【抽出理由】予定価格、契約金額とも一般競争入札案件のなかで第 2 位のため。 

主 管 課   スポーツ振興課 

発 注 方 法   事後審査型一般競争入札 

入 札 日   令和 5 年 9 月 14 日 

入札参加者数   4 者 

予 定 価 格   148,049,000 円（税込） 

最低制限価格   136,205,080 円（税込） 

落 札 金 額   142,780,000 円（税込） 

落 札 率   96.44％ 

質問・意見 回答 

入札参加資格者数 28 者と記載があり

ますが、県の場合、経営規模等評価結果通

知書等で算定しますが、市の場合はどの

ように参加資格要件を決定しているので

すか。 

竜ケ崎工事事務所や、潮来土木事務所

管内に本店がある業者の経営状況や総合

評定値等が、JCIS【ジェイシス】（発注者

が共同で利用するデータシステム）で確

認することができますので、そのような

情報を踏まえて決めております。そして、

過去の事例の案件を参考に参加資格の要

件を決定しております。 

 

参加資格要件の概要の三つ目の総合評

点値 750 点以上という記載があるが、こ

れは何を元に見ているのですか。 

 稲敷市は、茨城県と共同で、入札の参加

資格申請の登録をしております。ですの

で、県の登録情報を把握しながら、本件に

ついて、市外においては 750 点以上、市

外について 850 点以上の者が参加できる

資格要件としております。 

 

運動公園の改修工事は結構毎年行って

いるように感じますが、そこはどうお考

えですか。 

去年、一昨年と、大規模改修の方は行っ

ておりません。今年度につきましては、大

きな修繕が必要な箇所ということで、今

年度実施させていただいております。 

 

P1 の入札参加資格者数というのが 28

者で、参加資格確認申請者数が 5 者、参

 同規模の工事ですと、同じような竜ケ

崎工事事務所や潮来土木管内のくくり
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加者数が 4 者となっていますが、毎回こ

のぐらいの者数ぐらいですか。見方によ

っては、28 者ある中で 5 者程度しか応じ

てきていないというような見方もできる

かなと思ったので、ご質問させていただ

きました。 

で、資格要件を決めているのが、通例にな

っております。また、市の工事の執行取扱

要領にも、予定価格が 5000 万以上の工事

は 10 者以上を指名するとしております

ので、そういった形でこの 28 者が参加で

きる資格要件を決めていると思われま

す。ここ近年の入札状況見ますと、同規模

の建築工事の入札参加者は、やはり、5 者

程度が、実際に参加する入札が多くなっ

ております。 

 

P1 の３番目の手続きの経過を見ます

と、公告日が８月２３日。参加申請受付期

間が８月２３日から９月 8 日。入札日 9

月 18 日。契約日 9 月 22 日ということに

なっているので、公告日から契約するま

で 1 ヶ月、そしてその翌日から半年弱で

工事を執行するということになります

が、このスケジュールについては、私はち

ょっとタイトなのでないかと思います

が、ある程度、年間のスケジュールが決ま

っているところもあると思うので、少し

公告日等を早めにした方が、参加者数が

増えるのではないかと感じますが、いか

がでしょうか。 

 

 年度当初に、年間 12 ヶ月を四つの期間

に分けて、4 月から 6 月が第 1 四半期。7

月から 9 月が第 2 四半期ということで、

発注見通しを 4 月に公表しております。

業者の方は、その情報や、また市の予算書

等を確認してその工事の時期や工事全額

は予想できると思われます。 

そうしますと、8 月 23 日に突然という

話ではなくて年度当初には予定されてい

ることが公表されていたということです

か。 

 

 はい。おっしゃる通りです。 

今まで大規模工事がなかったというこ

とで、今回こういった工事をすることに

なったという理由を教えて頂きたいで

す。 

 

工事の計画について、令和 3 年に屋外

施設の改修工事の計画を作成しておりま

す。その計画に基づいて、今回の改修工事

の方を実施したところでございます。 
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計画で行ったかどうかというのは、こ

の運動公園の独自の計画なのか、全施設

としての公共施設のマネジメントの関係

でどうされたのかということをお伺いし

たかったので、質問させて頂きました。お

そらく、先程の説明ですと、個別の計画で

もともと行う予定になっていたというこ

とで理解しましたが、それはよろしいで

すね。 

 

 はい。 

担当課から見て、入札参加者数が 4 者

ということを妥当な数だと考えているの

かどうかお聞かせください。 

 

 参加者数につきましては、こちらとし

ては妥当と考えております。 

現在、物価等が高いので、実際、工事の

引き受け手がいないという話は他自治体

でもよく聞きますが、今回、担当課の方々

が事業者に参加をお願いした等はありま

したか。 

 

お願いしていません。 

P53 の資材廃棄物関係について、「建設

発生木材」という種類のみしか記載があ

りませんが、これだけの規模の改修工事

を行って、廃棄物は木材だけだったのか。 

 

 再資源化できる廃棄物の種類は木材だ

けということだと思います。 

 

他はその場で使用したということです

か。取り壊し等を行うと廃棄物が出てく

ると思いますが。 

 

 今回は塗装等は行っていますが、取り

壊しは行っていません。 

何名かから指摘があったように、入札

参加者数が 4 者ということで現状、それ

は妥当であるというご判断だと思ってお

りますが、入札手続きを通じた競争性を

確保するという観点からは、数は多い方

が、競争性が保たれるだろうという発想

になると思います。そうすると、現状の 4
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～5 者というようなレベルで良いのか、今

後これを増やしていく方策はないのかと

いうような、そのような視点も持って取

り組んでいただければと思います。 
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事案 2：西部増圧ポンプ場機能強化及び更新工事 

【抽出理由】予定価格、契約金額とも一般競争入札案件のなかで第１位のため。 

主 管 課   水道課 

発 注 方 法   事後審査型一般競争入札 

入 札 日   令和 5 年 5 月 26 日 

入札参加者数   3 者 

予 定 価 格   400,312,000 円（税込） 

最低制限価格   368,287,040 円（税込） 

落 札 金 額   368,287,040 円（税込） 

落 札 率   92.00％ 

質問・意見 回答 

最低制限価格と落札価格が一致してい

ますが、このようなことがよくあるので

しょうか。 

 土木一式工事では市内の入札において

もよくあります。最低制限価格は稲敷市

の場合、事前に公表しておりませんが、予

定価格の方は事前に公表しております。

労務単価や資材単価、積算基準等も公表

されておりますので、直接工事費はある

程度推測できると思われます。それが推

測できれば、諸経費などから算出できま

すので、公表されている最低制限価格の

算出式から推測することができるかと思

われます。 

 

先程の案件でも議論がありましたが、

入札参加資格者数が 33 者にもかかわら

ず、入札参加者数が 3 者しかないという

ところについて、これほど少なくなって

しまうことが多くあるのでしょうか。 

 

この案件の参加資格要件については、

竜ケ崎工事管内や茨城県内等ではなく、

広範囲の全国全てということにしており

ます。加えて、市に、全国から登録がある

電気工事業の特定を持っている業者は

124 者で、その中から同種工事の実績が

ある業者は 33 者が該当になります。実際

のところ、業者においても色々な理由が

あり、この 3 者しか参加できなかったこ

とは仕方ないと考えております。ただ、最

低制限価格付近での価格競争となったの
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で、多い業者数の中での入札にはなりま

せんでしたが、価格競争があったのかな

とは考えております。 

 

先ほどの議案の際には、参加資格要件

に地域的な制限がかけられていたと思い

ますが、今回それがないというのはどの

ような判断で地域的な制限を設けたり、

設けなかったりするのですか。 

 

 この資格要件を検討する際には、過去

にあった同種工事や、同規模の工事での

資格要件や、他市町村の資格要件の例も

参考にさせてもらいながら、設定してお

ります。その中で、予定価格が 4 億近い

工事ですと、市の前例としましては、県内

等の制限はなく、設定しておりませんで

したので、そちらを参考に設定しており

ます。 

 

先程の案件では、入札参加資格者数は

最低 10 者程度というのがあったと思い

ますが、この案件でもそのような基準は

あるのでしょうか。 

 

 基準というのは、10 者以上が参加でき

るような条件を作るということですの

で、今回の参加資格者数の 33 者は、この

要件に見合っており、10 者未満にならな

いような形では設定しております。 

 

 この 33 者というのは、稲敷市に登録を

行っている形でしょうか。それとも他の

市町村とかにしているものが共有される

ような形になっているのでしょうか。 

 

 稲敷市に登録しています。今回の資格

要件である同種工事の実績「浄水工業用

水施設における電気設備工事」について、

過去 10 年以内での実績がある業者はこ

の 33 者しかいないということになりま

す。 

 

2 者が辞退していますが、辞退理由がも

しおわかりの部分ありましたら教えてい

ただければと思います。 

 

 今回の案件は電子入札ですので、辞退

届を提出した際に辞退理由の記載欄がな

いため、はっきりとわからないのが実情

です。考えられることとしては、金銭的な

理由や人的な理由だと思われます。 

 

先ほどのご説明の中に、よく土木関係

の案件だと、積算ソフトとかが、非常に精

密になっていて、価格を、当ててくるとい

 設計業者においても、今回の工事の設

計をして予算額も算出していると思いま

す。同じように、やはり施工業者において
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うケースが非常に多いというようなこと

だと思いますが、このような電気関係、水

道関係というのも、やはり同じような積

算ソフトというのが導入されているので

すか。というのは、率直な目で見ると、か

なり項目があった中から 100 円単位でぴ

たっとは当ててくるというので、そのよ

うなことができるのかなというところは

市民としては率直な疑問を持つところか

なと思ったので、ご質問しました。 

 

も、きちんとした積算をできる部署があ

って、このような金額を積算することは

可能ではないかと推測されます。 

やはり、各委員から指摘があったよう

に、競争性を十分に確保できるだけの入

札者数が確保できているのかという点と

積算ソフト等の高性能化という背景があ

るにしても、一般市民から見るとなかな

かわかりづらいところはあると思いま

す。そういったところにも十分な説明が

できるように配慮しながら今後も進めて

いただければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 
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事案 3：稲敷市公共下水道東処理区維持管理業務委託(長期継続契約） 

【抽出理由】指名競争入札の下水道課の長期継続契約のうち、予定価格及び契約金額

が第１位のため。 

主 管 課   下水道課 

発 注 方 法   指名競争入札 

入 札 日   令和 5 年 3 月 2 日 

指名業者数    12 者 

入札参加者数   8 者 

予 定 価 格   44,407,000 円（税込） 

落 札 金 額   42,020,000 円（税込） 

落 札 率   94.62％ 

質問・意見 回答 

 大体人件費がメインですよね。 はい。処理区ごとにマンホールポンプ

の数が違いまして、東処理区は平坦なた

め、ポンプの数が増えてしまいます。そう

すると、不具合が出る可能性も高くなり

ますので、状況によっては夜中や休日等

に現場に行っていただくような形になっ

ております。 

 

P147 を見ると、大体の業者が 3800 万

円位で入札しています。これを見て、人件

費がメインなため、このような形になる

のかと考えましたが、それ以外の費用も

含まれているということですよね。 

 

 はい。 

 令和 5 年度以前はどの事業者が落札し

たのですか。 

 落札者は今回と同じ事業者です。 今

回少し金額が上がっています。今までは、

汚泥処理するのに薬剤を下水道課で発注

していましたが、今回から委託費の中に

全て組み込み、業者側で発注する形に変

えました。 

 

ずっと同じ事業者が落札しているので

すか。 

 

 はい。 
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長期継続契約の理由と長期継続契約期

間がなぜ 3 年なのかというところを教え

ていただけますでしょうか。 

 

これは大分前から行っていますが、一

般会計の特会予算の時代に、長期継続契

約で行おうと管財課に相談を致しまし

て、リース関係であれば 5 年というのも

ありえるが、リースではない委託という

こと、また、毎年人件費も変わることも踏

まえ、3 年で行った経緯がございます。 

 

3 年間は同じ金額でいく為、人件費が上

がったとしても同じということですね。 

 

はい。おっしゃる通りです。 

 長期継続契約の取扱要領の方でも、施

設の管理は 3 年以内としております。 

 

P136 の負担経費のところについて、第

10 条の薬剤の方には、見積もりを取った

時点で、事前に委託したいと思う旨報告

しなければならないとなっているのに対

して、この P136 の方は、事前申告が、義

務付けられていないように見えるのです

が、そこを確認させていただきたいです。 

 

 規模の大きい修繕になると、やはり報

告をもらって、工事は入札を行い契約す

るということになります。ただ、簡易的

な、例えばマグネットスイッチ等の小さ

い 2 万円位の部品を変えるような修理は

委託業者自身で行って頂くという考えに

なります。 

大きな金額が見込んでいない為、事前

報告は行わなくていいということです

か。 

 

 はい。おっしゃる通りです。 

特に問題なく実施されていると考えま

すので今後ともこのように進めていただ

ければと思います。 
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事案 4 ：稲敷市役所本庁舎搬送設備に関する定期点検及び保守業務委託  

【抽出理由】落札率が極端に低いことについて、合理的な理由があるかどうかを確認

したいため。 

主 管 課   管財課 

発 注 方 法   指名競争入札 

入 札 日   令和 5 年 2 月 17 日 

指名業者数    5 者 

入札参加者数   3 者 

予 定 価 格   4,983,000 円（税込） 

落 札 金 額   1,429,560 円（税込） 

落 札 率   28.69％ 

意見 回答 

予定価格は事前に公表しているという

ことでしたが、何故落札率がこれほど低

いのでしょうか。以前は、どこが、受注し

たのですか。 

 

 前回 3 年前の入札でも同じ事業者が落

札しております。その時の落札率も、26．

5％と、低い落札率となっております。 

予定価格はどのように査定しているの

ですか。 

 今回の低い金額で入札できたというの

は、前回も保守点検を行っており、業務内

容に精通している為、履行期間内の修理

費等が見込めた為かと思われます。予算

については、数者から見積もりを徴収し

て予算化しております。大手の業者だけ

でなく、市内業者からも見積もりを徴収

して予算化しております。 

 

市役所庁舎は新しいですよね。新しく

なってからの点検の入札は 2～3 回程度

ですか。 

 

 今回の案件で3回目の入札となります。 

 ずっと同じ事業者が点検を行っている

のですか。 

 

市役所新庁舎ができた当時は、複数の

内容の庁舎施設管理をエレベーターも含

めて発注を行っていました。当時の入札

では市外の事業者が落札しておりました

が、市内業者も入札に参加しやすいよう

に、発注内容を分けて行うことになりま
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した。エレベーターのみの点検保守業務

委託の入札は今回で 2 回目となります。 

 

 入札時の注意に内訳書を添付すること

と記載がありますが、400 万円くらいで

入札している業者からも添付してもらっ

ているのですか。添付した内訳書で、落札

業者とどの部分の金額が違うのかという

のがわかるのではないでしょうか。 

 

全ての参加者が入札書以外にも、内訳

書も提出しておりますので、確認は可能

です。 

どの部分が違うのかというところは確

認して頂いた方がよろしいかと思いま

す。 

 

はい。承知いたしました。 

 

この指名競争入札の前に契約審査会が

行われていると思いますが、その際の答

申や議事録等は公表されているのです

か。 

 

答申や議事録に関して公表はしており

ませんが、情報公開の請求があれば、開示

される内容だと思います。 

契約審査会の構成メンバーについて教

えていただけますでしょうか。 

 

契約審査会の構成メンバーとして、副

市長を委員長として、行政経営部長、市民

生活部長、産業振興部長、土木管理部長、

保健福祉部長、教育部長の 7 名となって

おります。 

 

地方自治法上の「審議会」や「審査会」

は法律に基づき「諮問」を行いますが、地

方自治法上の機関ではない任意の「契約

審査会」が「諮問」を行っているとすると、

市民の方から見ると、これは法律上の「審

議会」なのかという疑問が生じる可能性

があり、実際、他の自治体でも最近そのよ

うな疑問が多く出てきております。この

ような契約審査会は、その答申が一般情

報開示請求制度の対象になるとしても、

法律上の審議会のイメージとは少し異な

はい。承知いたしました。 
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ると指摘されています。両者の違いが明

確になるように、例えば「諮問」という言

葉の使い方について、今後、少し検討して

いただければと思います。実際に他の自

治体では法律上の「審議会」ではない機関

が行う行為に「諮問」という言葉を使用せ

ず、別の言葉を使用していることもあり

ます。 

 

十分に競争性が確保されたからこそ、

低額の落札となったというふうにいえる

と思いますが、反面、市民の率直な感覚か

らいうと、安かろう悪かろうではないか

というような不安感が出てきてしまうと

ころだと思います。そのような点につい

て、先ほど委員からご指摘があったよう

に、その金額がなぜ低額になるのかとい

うようなところの分析もこれから必要に

なっていくのかと思いますので、そのよ

うな点もご留意いただければと思いま

す。 
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事案 5：稲敷市教育情報ネットワーク複合機保守業務（単価契約） 

【抽出理由】随意契約を締結する理由を確認したいため。 

主 管 課   学務管理課 

発 注 方 法   随意契約 

見積執行日   令和 5 年 8 月 30 日 

見積り合わせ参加者数   1 者 

予 定 価 格   6,608,910 円（税込） 

落 札 金 額   6,608,910 円（税込） 

落 札 率   100.00% 

質問・意見 回答 

パソコンや複合機等になると、当然機

器を購入するだけでなく、そのあと使い

続ける間の保守が必要になると思います

が、その業者を選ぶにあたっては、使い続

ける 5 年間にかかる保守料金を含めたコ

ストで競争しているかどうかということ

を伺いたいです。 

 

 リース契約の仕様の中には、消耗品代

や修繕を含んだ保守料につきましてコピ

ー1 枚当たりの単価、白黒・カラーという

ことで仕様書に記載しております。契約

自体は別に随意契約で行っているところ

です。 

そうしますと、本体のリースは、ランニ

ングコストを含まない本体価格のみで価

格競争をしたということですか。 

 

 基本的にはそうなります。 

私がこの案件を抽出した理由がまさに

この部分でして、機器本体の価格だけで

なく、その後の消耗品やメンテナンスの

料金を含めて考えないと、本当に安いか

どうかは分からないと思ったからです。

そこで、この点について質問したのです

が、本体価格だけで競争されたというこ

とだったのですね。 

 

 はい。以前の契約の際にも今回の案件

と同じような方式で契約していたので、

今回 9 月から 3 月までは以前の契約と同

様の方式に基づいて、随意契約に致しま

した。その後、業者に確認致しましたとこ

ろ、このような契約で入札することも不

可能ではないだろうという意見を受けま

した。加えて、この庁舎内の複合機につき

ましてはリース料に保守料等も全て込み

となっていました。そこで、今回はリース

契約ということで 5 年契約を結んでいま

すが、来年度以降の保守業務については
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入札を行うような形を検討しておりま

す。また、今後新たに機器をリースする場

合は、庁舎と同じように、保守費用も全て

込みのリース料で入札を行えればと考え

ております。 

 

学校の機器と庁舎内の機器とで切り分

けて考えてしまうかもしれませんが、一

般の目からしたら、同じ稲敷市役所の中

の部署で同じような契約があったとき

に、その契約内容が情報共有されてない

というのは、非常に縦割りに感じるので、

この案件に限った話ではなくすごく不安

を覚えるところです。市役所内で互いに

どのように進めているのか確認して頂か

ないと、市民から見たら、部署間の意見の

違いに困惑すると思います。 

 

おっしゃる通りです。確かに実際、今

回の内容をよく精査してみて、庁舎内の

複合機リースの方向性が異なっていると

いうのはおかしいという風に感じていま

したので、次回の契約ですが、そのよう

な他の部署の状況を確認しながら、契約

を進めていければというふうに考えてお

ります。 

元々リースの物品を入れる時には、リ

ースの物品の価格だけで競争して選定さ

れて、それに付随するメンテナンス料と

いうのは、その後、各年度随意契約で行っ

ていくということで、要は、イニシャルコ

ストは見るけどランニングコストは見え

ないという入れ方をされたということで

すよね。 

 

 はい。今回はそうなります。リース契約

の仕様書の中には、モノクロは 1.5 円以

下、カラーについては 11 円以下というよ

うな価格の明記はさせてもらった上で、

リース契約の仕様書の方は、使用してい

る形になります。 

その単価を上回るメンテナンスの契約

ということにはならないという、その縛

りというのはどこで聞くのですか。つま

り、機器を入れる時のその仕様書の中に、

例えばコピー1 枚 1.5 円以下というのが

決まっていたということですよね。ただ

その、入札仕様書に基づいて契約するの

は、機器本体だけですよね。だから、別の

メンテナンスは別の契約でやるわけです

 今回、リース業者とメンテナンス保守

の委託を随意契約で結んだのは、業者が

同じということもありますし、リースの

仕様書が入って明記もされていますの

で、リースとは切り離して契約という形

になっていると思いますが、その部分は、

リース契約の仕様の中で担保されている

というふうには思っています。 
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よね。そうすると、機器の入札の仕様とい

うのが、メンテナンス契約の内容に当然

影響を及ぼすという関係にはならないで

すよね。 

 

少し穿った見方をすると、機器は安く

入れたが、その後「メンテナンスの契約の

方は 1 枚 2 円でお願いします」と言われ

た時にはどうなるのですか。「本体の仕様

書では 1 枚 1.5 円となっていますよね」

という話になるわけですけれど、もし「い

や、うちは 1 枚 2 円じゃないと次のメン

テナンス契約はできません。」と言われた

ときにはどうなるのですか。 

 

 そのようなことにならないために、そ

の最初のリース契約の際に単価を設定し

ているという形になります。 

ただ、メンテナンスの契約は、機器導入

の契約とは別の契約となっているから仕

様書の縛りから漏れているわけですよ

ね。メンテナンスの契約も一緒であれば

そういう仕様書の縛りがあるわけですけ

れども。 

 

 その保守用の随意契約の仕様の中で、

それでも金額についてはその単価を基準

にして、予定価格を作っていますので、も

しその業者が例えば金額以上でしか契約

ができないことが明確であれば、随意契

約は結べないことになります。 

 

そうなると、別の会社にメンテナンス

していただくしかないということで、別

の会社と随契を検討するということです

か。 

 

はい。そのようになります。 

そのような形になると、今回のこの随

意契約の理由が、「契約の性質又は目的

が競争入札に適しない」といえるのかと

いうことになると思います。随契にする

理由として、この業者でないと契約が成

り立たないということが必要だと思いま

す。今のお話みたいにもともとメンテナ

ンス契約には機器本体の仕様書の法的な

拘束がおよんでいなく、それは、恐ら

すでにリース契約の方は 5年間で結ん

でしまっていますので、その保守業務に

つきましては、令和 6年度分から 4年 5

ヶ月後に入札にするような形になり、保

守業務だけ入札で行うよう入札の手続き

を進めているところです。業者の方に

も、入札を行うといった際に、機器本体

と関係ない他のリース業者が入ることは

あまり聞いたことがないというような話
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く、複数者のメンテナンスが可能という

ことが前提になっていると思います。そ

うなると、今回のメンテナンス契約にあ

たって、なぜ複数者に声をかけずにこの

1者との随契にしたのかということにな

ると思います。このような形になると、

市民の方からすると、分かりづらくなっ

てしまうと感じます。ただこの点は次回

から、リース機器本体とメンテナンスを

全部まとめた契約に変わっていくという

ことですよね。 

 

はありました。今回は、保守業務のみは

令和 6年度から行う予定ですが、それ以

降は、全て含めて行った方がより正確性

があると考えています。 

先程の 1枚 1.5円を担保するというと

ころについてですが、入札のときに 1枚

1.5円という条件を出しただけで、その

後の保守契約でこの条件を満たさなかっ

た場合はリース契約を解除するみたいな

条件はないのですか。 

 

そこは入れていないです。 

やはり、今の機械のリース期間が終了

してからまとめて切り替えるということ

しか現時点でできないということです

か。 

 

はい。そのような形になります。 

確認なのですが、この契約のことに関

して、議会は通っているのですよね。 

 

はい。通っています。 

議会から何かそのような質問はありま

したか。 

 

特には議会の方から質問はなかったと

思いますが、ただ当初予算の際は私が直

接出席していなかったので、当初予算の

際に質問があったかどうかは確実に分か

りません。4月以降の議会からの質問は

なかったと思います。 

 

 市民とすれば、A社の複合機を使って

いるが、B社は駄目なのかとか、また C

はい。承知いたしました。 
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社でも駄目なのかという疑問もあり得る

ところです。今後、今回の議論を踏まえ

て考えて頂きたいです。 

 

それぞれの委員からいろいろな指摘が

ありました。市民の目から見ると、非常

にわかりづらい契約の内容になっている

かと思いますので、その点について指摘

させていただきました。今後、入札を行

うように改善をしていく方針だと伺いま

したので、今後も今指摘があったような

ところに留意して進めていただければと

思います。 
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事案 6：稲敷市放課後子ども総合プラン運営業務委託 

【抽出理由】随意契約のなかで、予定価格、契約金額が第 1 位のため。 

主 管 課    こども支援課 

発 注 方 法   随意契約（指名型プロポーザル方式） 

見積執行日   令和 5 年 2 月 13 日 

企画提案参加者数   2 者 

予 定 価 格   394,425,000 円（税込） 

落 札 金 額   359,280,000 円（税込） 

落 札 率   91.09% 

質問・意見 回答 

同じ委託契約について、以前、入札監視

委員会の中で取り上げたことがあったと

記憶しておりまして、その際に委員から、

他市の例として、各学校単位ですべて競

争入札を行っているという例があると伺

ったと記憶しております。それで、今回案

件が上がってきた際にどういうふうに変

わったのかなと思っていましたが、あま

り変化が感じられないような気がいたし

まして、そこら辺は、前回の例等どのよう

に理解されているのかと感じています。 

 

以前の入札監視委員会の際に、A 市で

行われているキッズクラブの契約関係の

事例が上がりました。こちらの件を参考

に検討したところで、A 市と稲敷市の地

域差や都市部と農村部の違い、この事業

を実施できる入札参加業者の違いも A 市

と稲敷市ではあると思われます。稲敷市

に、保育業務の実績のある入札参加資格

申請が提出されている業者は 3 者しかな

く、指名競争入札の場合は、その中での競

争になると思われます。その中で、8 校の

入札を行った場合に 1 校ずつ請負ったり

しても、3 者で落札した場合、経費が上が

ってしまうということも考えられるとい

うようなことも推察した結果、前回と同

じくプロポーザル方式で行いました。 

 

1 号認定といって、昔の幼稚園児という

のが減少傾向にあります。その幼稚園児

が小学校に上がると、当然ながら、放課後

児童クラブや子供クラブを使用するとい

うことになってくると思います。稲敷市

は若い世代や子育て世代に呼び込みたい

という方針で市政運営していると理解し

ておりますので、選ばれる市になるため

先程のプロポーザル方式で行った経緯

の一つとなりますが、特徴のある保育を

目指すところに力を入れられるのがプレ

ゼンテーションであるという風に考えて

いますので、そのような事業者に絞り込

んで行い、そこから魅力ある政策に繋が

っていくと考えています。 
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には、このような放課後子ども総合プラ

ンというのが魅力的でないと、なかなか

人口の増加や若い世代を呼び込むという

ところに繋がっていかないという懸念も

しておりまして、その部分を踏まえて説

明をお願いしたいと思います。 

 

また、地区ごとに二つに分ける等のよ

うな方法もなかったのかと思いました。

業者が、2 者のみの参加ということでした

が、業者が 3 者以上になれば、内容の部

分や価格的にも競争性が出てくるのでは

ないかと思います。 

 

 

 （他の委員より） 

例えば、東地区だけで分けた場合、

P188 を見ますと、定員 142 人程の子ども

を対象にするイメージだと思います。稲

敷市全域だと恐らく、3～400 人程の子ど

もを対象にする為、現在の業者でないと

難しいということになったと思います。

しかし、対象が 140 人程度に変わった場

合、業者選択の範囲も広がると思います

ので、地区を分けていく方向は私もあり

だと思います。 

 

 

（他の委員より） 

 A 市の例でいくと、実際に都市部等の

そのような話ではないように感じます。

放課後児童クラブに関しても、実際に入

札参加した企業や団体が稲敷市の方で参

加がないというのはどうなのかと考えて

しまう部分もあります。加えて、今回は放

課後児童クラブと放課後子供教室のよう

な異なった趣旨の両方を運営させようと

いう意図があると考えます。この形で、効
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率的になれば良いですが、趣旨が異なる

為、どのように説明するのかという不安

を感じます。その形で、市民の方が納得す

れば良いと思いますが、他の委員からの

指摘があったように、魅力のある稲敷市

で子供が来てくれるのかというような問

題の際に、それを説明するのは難しいの

かと考えてしまいました。 

 

 少し話が逸れますが、個人的に、組織名

が「子育て支援課」ではなく、「こども支

援課」というところからも、稲敷市の課題

に対する姿勢が表れているように感じま

した。今後、子ども政策というのをされる

上で、非常に核となられる課でございま

すので、他の委員からの意見というのも

大事だと思います。 

 

 子ども政策という意味では、そちらの

方の部分が、現在のこども支援課として

は、政策の部分を行う体制には、人的にも

整っていない状況ですので、今後、しかる

べき組織再編の時に、検討ができるよう

話をしていければと思っています。 

 先程の続きになりますが、前回も今回

と同様のお話がありました。具体的には、

なぜ、学校や地区ごとに分割で入札がで

きるところまで全体一括のプロポーザル

という形になったのかということが議題

に上がり、その際に、担当課から、当該事

業を初めて民営化する為、支援員が交代

する等について、父兄や児童の不安感も

考慮し、なるべくソフトランディングで

民営化に移っていくために一括のプロポ

ーザルの形で考えたと回答がありまし

た。また、今後、一括がいいのか、もしく

は、分割で入札を行うべきかという点に

ついて、次回に向けて検討するという回

答だったと思っています。今回の審議の

冒頭で本案件についてご説明がありまし

たが、少し理解できませんでした。都市部

の学校と稲敷市の学校とでは違う部分が

 稲敷市の場合ですと、児童クラブ同士

での不公平感を感じられる保護者が、訴

える意見を頂いたことがありますので、

そのような背景もあると考えておりま

す。別々な業者が取ったにしても、保護者

の方がこの内容で納得できる形で行って

いければ、良いと考えています。そのよう

なところが払拭できない為、一括でのプ

ロポーザルという形で、今回も実施いた

しました。 
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出てくると思いますが、「都市部と違う農

村部だからこれで良い」という議論には

ならないと思います。ですので、今回も一

括の形を取ったことの積極的な理由をご

説明いただければと思います。 

 

 その回答ではあまり組織としての決定

の理由になるものではないという気がし

ます。小学校ごとに人数のばらつきがか

なりある中で、全てのクラブが皆同じで

良いという考え方もあると思います。た

だ、前回もその点が指摘された中で、どの

ような検討を経て今回も前回と同じよう

になったのかという説明がよく分かりま

せんでした。前回議論した内容をきちん

と踏まえての今回の決定になっているの

か、少し心もとないなと感じるところで

す。 

 

 

 親の立場として言えば、やはり率直な

市民感情としていろいろ出てくるものだ

と思います。ただいろいろな意見も出る

だろうから全クラブ皆一緒にするのが良

いのか、各クラブが競争してより良くな

っていくことで全体が底上げされていく

のが良いかという発想の違いになってい

ると思います。 

 

 

（他の委員より） 

P178 の選定の考え方については、競争

の方向性としては良いと考えています。

価格競争ではなく、プロポーザル方式で

提案された教育政策案の良さでの競争と

いう方が選択方法としては良いと考えま

した。ですので、競争入札よりプロポーザ

ル方式というのは賛成です。ただ、4～500

 



23 

 

人程の規模だと行える業者も狭まってし

まうので、分割する意見にも賛成です。 

 

（他の委員より） 

 様々な方法があると思います。価格だ

けの競争だけでなく、価格の要素をある

程度入れた上で内容の競争という方法も

ありますし、方法によっては多少価格の

部分の上限が抑えられる可能性もあると

思います。 

 

 

旧南小学校跡地で行われている総合的

な福祉サービスに関連して、子供教室等

の保護というものだったら行ってくれる

可能性もあるかもしれないと思いますの

で、教育系との関係は分けてもいいと思

います。 

 

 そちらに関しましては、生活困窮とい

う形で行っていますので、また別の課が

担当で行っている形になります。 

 質疑は以上となります。やはり委員の

中でも非常に関心の高いところでもあり

ますし、今後の少子化という中で、稲敷市

がどのようなスタンスをとっていくのか

というところが如実にわかる案件だと思

います。ですので、市民の期待が含まれた

視線が注がれるということも念頭に進め

ていただければと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

 

 


